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　羽幌、苫前、初山別の３町村で合併問題を協議する留萌中部地域振興協議会行政懇話会が、１月２０

日に開催され、３月１日までに任意合併協議会を設立することで合意しました。

　合併の方式は、新設合併（対等合併）を基本とし、合併特例法が定める期日としている平成１７年３

月３１日までに知事に「合併申請書」を提出。平成１８年３月３１日までに合併することを目標としました。

　協議会の名称は、留萌中部３町村任意合併協議会とし、事務局を羽幌町役場に設置します。

　また、協議会の組織図（案）は別紙のとおりで、民間委員（学識経験者）は各町村で選出します。

　協議会発足後、話し合われる協議項目については、昨年の広報はぼろ「９月号」と「１０月号」に詳

しく掲載していますので、ご覧ください。

　以上、話し合いされた内容は、任意合併協議会で協議、了承後決定されます。
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 協議会の役割

①合併協議の基本的事項
②その他合併に関して必要な事項

【協議会委員】

構成町村の長、議会議長、助役又は長が指定
する職員、議会議員、学識経験者
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 幹事会の役割

①協議会への提案事項の協議調整
②その他合併に関して必要な事項の協議、調整

【助役、長が指定する職員】
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総務、職員、情報管理、防災、消防、
まちづくり計画、企画調整、広報広聴、
財政管財、税全般、会計、議会、監査、
その他、他の部会に属さない事項

行財政専門部会

戸籍、住民生活、福祉、医療、健康、
国民健康保険、介護保険、保育所、
生活・衛生等に関する事項

住民福祉専門部会

建設港湾、都市計画、公営住宅、
上水道、下水道に関する事項

建 設 専 門 部 会

農林水産、商工観光、公園、
農業委員会等に関する事項

産 業 専 門 部 会

教育総務、学校教育、社会教育等教育文化専門部会
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 専門部会の役割

①合併協議の基本的事項
②その他合併に関して必要な事項

・・・専門的な協議と調整
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（羽幌町役場４階）

 事務局の役割

①協議会の会議
②協議会の資料作成
③協議会の広報
④協議会の庶務
⑤その他協議会の運営
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